
 

 

２０２０年度日本大学付属高等学校・中学校教員採用適性検査実施要項 
 

 ２０２０年度日本大学付属高等学校・中学校教員採用適性検査の実施については，この要項の定め

るところによる。 

 

１ 実 施 教 科 

 「２０２０年度日本大学付属高等学校・中学校教員採用適性検査実施科目一覧」にある教科・科目に

ついて実施する。 

 

２ 受 検 資 格 

 ２０２０年３月末日までに受検を志望する教科の高等学校及び中学校教諭普通免許状取得見込の者又

は現に高等学校及び中学校教諭普通免許状を有する者で，次の各号のいずれかに該当する者。 

① 本学の学部長，本部部・局長以上又は学校法人日本大学が設置する付属高等学校・中学

校長により推薦された者 

② 日本大学競技部に所属している者又は卒業者で優秀な競技歴を有し，かつ将来優秀な指導

者(顧問)の教員となることについて期待し得る者で，副学長（競技スポーツ担当）により推

薦された者 

 

３ 検 査 内 容 

① 第１次検査 

（１） 学力検査（一般教養，教職専門，教科専門） 

（２） 小論文 

（３） 職業適性検査 

 ② 第２次検査（第１次検査合格者のみ） 

（１） 面接試問 

 

４ 検査期日・検査場所 

 ① 第１次検査（学力検査・小論文・職業適性検査） ２０１９年５月２６日（日） 

 日本大学会館 

              日本大学会館：〒１０２-８２７５ 東京都千代田区九段南４-８-２４ 

② 第２次検査（面接試問） ２０１９年６月２６日（水） 

               日本大学会館 

※ 検査期日・検査場所については，変更することがある。 

 

５ 提 出 書 類 

① ２０２０年度日本大学付属高等学校・中学校教員採用適性検査受検申込書 

② 最終学校卒業（見込）証明書（大学院修了（見込）者は，学部の卒業証明書も併せて添付するこ 

と。） 

③ 最終学校成績証明書（教職課程成績記載のもの。大学院修了（見込）者は，学部卒業以降の成 

績証明書，学部編入者は編入前の成績も併せて添付すること。教職課程科目を科目等履修等で

別途取得した場合は，その成績証明書も添付すること。） 

④ 教員免許状（写）又は教員免許状取得見込証明書 

⑤ 受検資格①号に該当する者は，本学の学部長，本部部・局長以上又は学校法人日本大学が 

設置する付属高等学校・中学校長による推薦書 

  受検資格②号に該当する者は，日本大学競技部所属の各競技部の部長及び監督の推薦書並

びに競技記録を付した副学長（競技スポーツ担当）の推薦書 



 

 

⑥ 返信用定形封筒１通（受検者本人の現住所・氏名記載のもの，切手不要。） 

※ ②，③，④について，書類提出期間（下記６）に提出できない者は，２０１９年５月１０日（金）

<17時必着>までに本部人事部人事課に提出すること（郵送する場合は，書留等の記録が残る

ものを利用すること）。 

※ 提出書類に基づく個人情報は今回の適性検査及び採用選考全般に利用する。また，提出書類

は返却しないのであらかじめ了承すること。 

 

６ 書類提出期間 

 ２０１９年４月１５日（月）から２０１９年４月１７日（水）＜１７時必着＞（郵送する場合は，書留等の記録が

残るものを利用すること） 

※ 本学卒業見込みの者，及び本学卒業者で出身学部長の推薦により受検する者は，学部を経由して

書類を提出すること。上記期間よりも早い時期に提出期限を設定している場合があるので，あらか

じめ学部の就職指導課等に確認すること。 

 

７ 書類提出先 

 日本大学本部人事部人事課 

 〒１０２-８２７５  東京都千代田区九段南４-８-２４ Ｔｅｌ. ０３（５２７５）８１２１・８２２７ 

 

８ 選考結果の通知 

 その都度，受検者に郵送又はメールで通知する。 

 

（ 備 考 ） 

  １ 日本大学付属高等学校・中学校教員採用適性検査により，適性者として判定された者の中か

ら，教諭採用内定者及び常勤講師任用（任期の定めのある任用）内定者を決定する。 

２ 教諭採用内定者の決定については，適性者として判定された者の中から，採用予定付属高等学

校長との面接（８月下旬予定）を実施した上で決定する。 

３ 国語，日本史，倫理・政治経済及び家庭については，常勤講師の任用に限る。 

４ 常勤講師は，教員育成等の目的から，非常勤講師未経験の者又は概ね３年未満程度の者の任用

を予定している。 

５ 常勤講師任用内定者の決定については，適性者として判定された者の中から，任用予定付属高

等学校長との面接（１１月上旬予定）を実施した上で決定する。 

 ６ ２０２０年３月末までに内定教科の高等学校及び中学校教諭普通免許状を取得できなかった場合又

は更新手続を行っていなかった場合は内定を取り消す。 

７ 勤務地は，学校法人日本大学が設置する高等学校･中学校である。地方勤務（静岡県三島市，山

梨県上野原市，山形県山形市，福島県郡山市）の場合がある。 

 

以  上  


